
三栄管理興業株式会社

この度、和光市役所の発注により下記の通り下水道管の補修工事を行う事になりました

のでお知らせ致します。

工事の内容は、今年度の下水道調査で発見された損傷箇所の修繕となります。

この工事は、マンホール内に作業員が入り、補修機を使用して下水道管を補修します。

作業時間中は警備員を配置し、通行車輌の誘導を行います。
また、なるべく騒音や振動を出さないように努力致しますので、ご理解とご協力をお願い

致します。

なお、ご不明な点がございましたら下記の施工者までご連絡下さるようお願い致します。

令和 ８年 ２月 ２日 ～ 令和 ８年 ２月２７日 頃まで

和光市役所　上下水道部　下水道課　下水道施設担当

０４８―４６４―１１１１（代表）

荒 木  　伸 一
０９０―２６７５―３５５４

住 民 の 皆 様 へ

下 水 道 管 補 修 工 事 の お 知 ら せ

工 事 名 ２ ５ 管 渠 補 修 工 事 （ そ の ４ ）

さいたま市浦和区高砂４－１３－１８－３Ｂ

作 業 内 容

発 注 者

現場責任者

道 路 の 掘 削 は し ま せ ん

記

期 間

（日曜、祝祭日を除く）

☎

工 事 場 所 和 光 市 新 倉 ２ 丁 目 地 内

（ 裏 面 地 図 参 照 ）

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時

携 帯

水道や排水は通常通り使用できます

下 水 道 管 内 部 の 補 修 工 事

作 業 時 間

施 工 者

三 栄 管 理 興 業 株 式 会 社

本工事において金銭を請求することは一切ございません



道路にあるマンホール付近に工事車両を停めて作業を行います。

※ 施工箇所では、隣接する宅内にある桝の開閉や車両の移動などをお願いする場合があります。

    その際には改めてお声がけさせていただきますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

工 事 施 工 箇 所 図

工 事 箇 所


